
平
成
二
十
一
年
五
月
二
十
九
日
受
領

答

弁

第

四

二

三

号

内
閣
衆
質
一
七
一
第
四
二
三
号

平
成
二
十
一
年
五
月
二
十
九
日

内
閣
総
理
大
臣

麻

生

太

郎

衆

議

院

議

長

河

野

洋

平

殿

衆
議
院
議
員
田
嶋
要
君
提
出
成
田
新
高
速
線
開
通
に
伴
う
運
賃
問
題
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
田
嶋
要
君
提
出
成
田
新
高
速
線
開
通
に
伴
う
運
賃
問
題
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

鉄
道
建
設
に
係
る
費
用
の
う
ち
、
鉄
道
事
業
者
が
負
担
す
る
部
分
に
つ
い
て
は
、
運
賃
収
入
を
始
め
と
す
る
自
己
資
金
に

よ
り
賄
う
こ
と
が
基
本
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

ま
た
、
国
土
交
通
大
臣
等
は
、
鉄
道
事
業
に
お
け
る
旅
客
の
運
賃
に
つ
い
て
、
鉄
道
事
業
法
（
昭
和
六
十
一
年
法
律
第
九

十
二
号
）
第
十
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
能
率
的
な
経
営
の
下
に
お
け
る
適
正
な
原
価
に
適
正
な
利
潤
を
加
え
た
も
の
を
超

え
な
い
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
を
審
査
し
た
上
で
認
可
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、鉄
道
事
業
者
ご
と
に
そ
の
輸
送
人
員
、

運
送
に
係
る
費
用
、
経
営
環
境
等
が
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
こ
と
か
ら
、
各
鉄
道
事
業
者
に
お
い
て
運
賃
が
異
な
っ
て
い
る
も
の

で
あ
る
。

二
及
び
三
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
北
総
線
二
期
区
間
」
に
つ
い
て
は
、
当
時
の
北
総
開
発
鉄
道
株
式
会
社
が
、
昭
和
四
十
八
年
十
月
に
当
時
の

地
方
鉄
道
法
（
大
正
八
年
法
律
第
五
十
二
号
）
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
地
方
鉄
道
業
の
免
許
を
受
け
、
昭
和
五

十
七
年
八
月
に
同
法
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
工
事
施
行
の
認
可
を
受
け
て
い
る
。
一
方
、
当
時
の
運
輸
省
が
、

一



新
東
京
国
際
空
港
へ
の
鉄
道
ア
ク
セ
ス
の
ル
ー
ト
と
し
て
、
現
在
の
成
田
新
高
速
鉄
道
の
ル
ー
ト
の
整
備
を
推
進
す
る
こ
と

と
し
た
の
は
昭
和
五
十
九
年
十
一
月
で
あ
り
、
御
指
摘
の
「
北
総
線
二
期
区
間
の
建
設
工
事
は
空
港
ア
ク
セ
ス
路
線
と
し
て

関
連
性
を
も
っ
て
進
め
ら
れ
た
」
と
い
う
事
実
は
把
握
し
て
い
な
い
。

四
に
つ
い
て

鉄
道
事
業
法
第
十
五
条
に
規
定
す
る
鉄
道
線
路
の
使
用
料
等
の
使
用
条
件
及
び
同
法
第
十
六
条
に
規
定
す
る
旅
客
の
運
賃

に
つ
い
て
は
、
法
令
上
、
両
者
の
認
可
の
申
請
又
は
両
者
の
認
可
を
同
時
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
旨
は
規
定
さ
れ
て
い

な
い
。

五
に
つ
い
て

鉄
道
線
路
の
使
用
に
関
し
て
は
、
鉄
道
線
路
を
敷
設
す
る
者
と
当
該
線
路
を
使
用
す
る
者
が
異
な
る
場
合
に
、
両
者
の
関

係
が
安
定
的
に
維
持
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
お
尋
ね
の
「
適
正
な
運
営
の
確
保
に
支
障
を
及
ぼ
す
」
場
合
と
は
、
例

え
ば
、
鉄
道
線
路
の
適
切
な
維
持
管
理
が
な
さ
れ
な
い
場
合
を
い
う
。

六
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
使
用
条
件
の
再
構
築
」
が
何
を
指
す
の
か
必
ず
し
も
明
ら
か
で
な
い
が
、
鉄
道
事
業
法
第
十
三
条
第
一
項
に

二



規
定
す
る
第
二
種
鉄
道
事
業
者
が
、
同
項
に
規
定
す
る
第
一
種
鉄
道
事
業
者
又
は
同
法
第
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
第
三

種
鉄
道
事
業
者
の
鉄
道
線
路
を
使
用
す
る
際
の
使
用
条
件
に
つ
い
て
は
、
各
鉄
道
事
業
者
の
経
営
判
断
の
下
で
決
定
さ
れ
る

べ
き
も
の
で
あ
り
、
使
用
条
件
の
変
更
に
つ
い
て
も
、
ま
ず
は
鉄
道
事
業
者
間
で
調
整
が
な
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
認
識
し
て

い
る
。
な
お
、
国
土
交
通
大
臣
等
は
、
鉄
道
事
業
者
が
使
用
条
件
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
は
、
同
条
第
三
項
の
規

定
に
基
づ
き
、
変
更
後
の
使
用
条
件
が
鉄
道
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
場
合

を
除
き
、
認
可
す
る
こ
と
と
な
る
。

七
に
つ
い
て

鉄
道
事
業
法
第
十
六
条
第
二
項
に
お
け
る
「
適
正
な
原
価
」
に
は
、
認
可
を
申
請
し
た
運
賃
を
適
用
す
る
路
線
に
お
け
る

運
送
に
関
す
る
人
件
費
、
減
価
償
却
費
、
諸
税
等
が
含
ま
れ
る
。
成
田
新
高
速
鉄
道
の
「
運
賃
原
価
」
に
つ
い
て
は
、
現
時

点
で
は
運
賃
の
認
可
の
申
請
が
な
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
把
握
し
て
い
な
い
。

八
に
つ
い
て

鉄
道
事
業
法
に
お
い
て
は
、
鉄
道
の
利
用
者
の
利
益
を
保
護
す
る
こ
と
等
を
目
的
と
し
て
、
運
賃
の
認
可
基
準
や
国
土
交

通
大
臣
が
当
該
認
可
を
行
う
場
合
の
運
輸
審
議
会
へ
の
諮
問
等
が
定
め
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
基
づ
き
、
運
賃
の

三



認
可
を
行
う
こ
と
等
に
よ
り
、
「
透
明
・
公
正
な
運
賃
」
が
設
定
さ
れ
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。

九
に
つ
い
て

北
総
鉄
道
株
式
会
社
（
以
下
「
北
総
鉄
道
」
と
い
う
。
）
の
経
営
内
容
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
年
度
に
お
い
て
経
常
赤
字

を
計
上
し
て
い
た
も
の
の
、
平
成
十
二
年
度
以
降
は
経
常
黒
字
に
転
じ
、
累
積
損
失
も
着
実
に
減
少
さ
せ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

一
定
の
経
営
改
善
が
見
ら
れ
る
一
方
、
い
ま
だ
債
務
超
過
の
状
態
を
脱
し
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
引
き
続
き
財
務
状
況
の
改

善
が
重
要
な
経
営
課
題
と
な
っ
て
い
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。

十
に
つ
い
て

鉄
道
事
業
に
お
け
る
旅
客
の
運
賃
は
、
一
義
的
に
は
各
鉄
道
事
業
者
に
お
い
て
輸
送
人
員
や
費
用
等
を
踏
ま
え
、
各
鉄
道

事
業
者
の
経
営
判
断
の
下
で
設
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
運
賃
の
値
下
げ
に
つ
い
て
も
、
各
鉄
道
事
業
者
の
経
営

判
断
に
基
づ
い
て
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

北
総
鉄
道
の
運
賃
の
値
下
げ
に
つ
い
て
は
、
現
在
、
沿
線
の
関
係
市
町
村
等
で
構
成
さ
れ
る
協
議
会
か
ら
北
総
鉄
道
に
対

し
て
要
請
が
な
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
と
承
知
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
関
係
者
間
に
お
い
て
、
値
下
げ
に
関
す
る
諸
課
題

に
つ
い
て
十
分
に
検
討
を
重
ね
た
上
で
、
そ
の
結
果
を
踏
ま
え
て
、
北
総
鉄
道
に
お
い
て
判
断
す
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
考

四



え
て
い
る
。

五


